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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の件を、平成28年６月17日開催予定の第20
回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 

1. 変更の内容 
当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までと定めておりますが、当社の親会社である株式会社

ブイキューブの決算期が12月31日であるため、当社は、経営計画の策定、業績管理、連結決算への対応などに
ついて、引き続き効率的な事業運営を維持するため、当社の事業年度を株式会社ブイキューブと一致させ、毎年
１月１日から12月31日までに変更いたしたく、現行定款の変更を行うものであります。これに伴い、現行定款
第10条、第29条及び第31条に所要の変更を行うものであります。 
また、事業年度の変更に伴い、第 21期事業年度は、平成 28年４月１日から平成 28年 12月 31日までの９カ

月決算となるため、経過措置として附則を設けるものです。 

 

2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（定時株主総会の基準日） 
第10条 当会社は、毎年３月31日の株主名簿に
記載又は記録された株主をもって、定時株主総
会において権利を行使することができる株主
とする。 

 
（事業年度） 
第29条 当会社の事業年度は、毎年４月１日か
ら翌年３月31日までとする。 
 

（定時株主総会の基準日） 
第10条 当会社は、毎年12月31日の株主名簿に
記載又は記録された株主をもって、定時株主総
会において権利を行使することができる株主
とする。 

 
（事業年度） 
第29条 当会社の事業年度は、毎年１月１日か
ら12月31日までとする。 

（剰余金の配当等の決定機関） （剰余金の配当等の決定機関） 

第31条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３
月31日とする。 
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30
日とする。 
 
 
 
 

第31条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12
月31日とする。 
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年６月30
日とする。 
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現行定款 変更案 

（新設） 
 
 
 

附則 
①第29条の定めにかかわらず、第21期事業年度
は、平成28年４月１日から平成28年12月31日ま
でとする。 

 
 

 

② 第31条第２項の定めにかかわらず、第21期
事業年度は、平成28年９月30日を中間配当基準
日とする。 
③ 平成29年１月１日をもって本附則は削除
する。 
 

 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成28年６月17日 

定款変更の効力発生日      平成28年６月17日 

 

以上 

 


